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ヒアリングの報告



ヒアリング概要

2021年5月から6月、県南県西地域の保健セン
ター・母子世代包括支援センターを直接訪問
し、地域の外国人妊産婦や母子への対応に関
する課題・工夫などについてヒアリング。

•訪問先

県南・県西地域の7市



外国家族の出身地域・属性など

•出身地：中国、フィリピン、ブラジル、タイ、ベ
トナム、ペルー、スリランカ、パキスタン、アフ
ガニスタン、インド、韓国など

•属性：実習生、留学生、日系人、中古車経営の家
族など

•届け出数

日本人を含めた届け出全体の数は減っている中で
外国人の届け出数は減少傾向でないため、割合とし
ては年々増加している地域もある



妊婦健診や予防接種の対応

•住民票がなくても妊婦健診・予防接種のクーポン
は渡している

•住民票がなくても予防接種法を根拠に予防接種は
受けられる。病院を通じて依頼を出してもらい、
居住の実態を確認したうえで接種券を渡している

•仮放免の場合、妊婦健診クーポンは出していない

• 3歳くらいで来日した子の場合は母国での接種歴の
確認が必要



多言語対応・配慮など

＜外国家族側に対する依頼＞

・健診時、保護者が日本語を話せない場合は日本語ので
きる人を連れてきてもらえるよう依頼

＜窓口側の対応・配慮＞

・センター職員で英語の話せる人がいるため、場合に
よっては英語で対応する

・未把握児をなくすため、1歳半健診が未受診の場合は
訪問し、そこで会えない場合は入管にも確認している

・来所しない、連絡取れない場合は個別に電話・訪問

・職員側もやさしい日本語での配慮をできればと考えて
いる



使用している多言語資料等

・ポケトーク、ジェスチャー

・かながわ国際交流財団の子育てチャート

・妊娠届出書の英語版（市町村独自のもの）

・1歳半・3歳児健診の問診票及び通知文書、予防接
種予診票は英語・中国語版がある

・市の予算で多言語母子手帳を購入し、必要な人に
配布

・当市バージョンの多言語資料を作成したい



課題に感じていること
＜文化・習慣＞
•乳幼児健診などに来ない家庭へのフォロー

•文化的に、女医を希望する外国人→佐野市の病院
で出産

•マスクをしない、約束の時間通りに来ない

• 2，3歳になっても哺乳瓶でミルクを飲んでいるこ
とがあるが、文化の違いから指導が難しい

•母国では大家族で育っているが、日本で出産する
と周りに頼れる家族などがおらず孤立する外国人
もいる



課題に感じていること
＜費用＞
• 経済的に厳しい場合、まずは助けてくれる親類や知人
がいないか確認

• 外国人に対し高額かつ前払いの保証金を請求する医療
機関もある

• 経済的に厳しい場合は助産制度を使ったり県立中央病
院に連れていったこともある

• 妊娠届け出時に必要な出産費用などについて説明する
が、出産が近づくと貯金できていないケースもある

• 助産費用の申請で円ブリオ基金センターを使ったこと
がある



課題に感じていること
＜仮放免や無保険＞
•無保険で出産一時金を受けられない人に県立中央
病院を紹介。子育て支援担当課が病院と交渉

•無保険の場合、前金100万という医療機関もある

•住民票がない場合、病院側が受け入れ拒否する
ケースも。



現場のニーズ・知りたいこと

•妊婦に見せる多言語ツールとして、体調の変化や
どうなったら病院に連絡したほうがよいかわかる
ものがあるとよい

•乳児のいる世帯を訪問するときの通訳

•技能実習生が妊娠した場合の対応。解雇の可能性
や在留資格の変更について



外国人の産前産後を支援
する多言語ツール等



かながわ国際交流財団

•外国人住民のための子
育て支援サイト
http://www.kifjp.org/chil
d/

•当事者・支援者双方に
向けた多言語対面支援
ツール

•母子保健分野：産前産
後確認シート、赤ちゃ
ん訪問時のシート等

about:blank


子育てチャート
（かながわ国際交流財団）



外国人住民の妊娠から子育てを支援する
事例集（かながわ国際交流財団）



日本で暮らす外国にルーツを持つ子どもの
Early Childhood Development推進研究会

日本で暮らす外国にルーツを
持つ子ども・子育て支援サイ
ト
http://ecdsuishin.com/index
.html

• 在留外国人の出身国の情報

• 妊娠・出産・子育てに関す
る多言語資料やリンク集

• 多言語予防接種スケジュー
ル

about:blank


予防接種スケジュール
（日本で暮らす外国にルーツを持つ子どものEarly 
Childhood Development推進研究会）



予防接種リサーチセンター

外国語予診票

https://www.yoboseshu-
rc.com/pages/8/

• 「予防接種と子どもの健
康」、予診票の多言語版
（ページ下部へスクロー
ル）等

about:blank


Mother’s Tree Japan
在日外国人女性の産前産後サポートと多文
化共生子育て

お役立ちツール

https://mothers-tree-
japan.org/tools/

• 妊娠届解説動画

• 出産のときに役に立つ指差
しボード等

https://www.yoboseshu-rc.com/pages/8/


NPO法人シェアと東京都
杉並区の取り組み



認定特定非営利活動法人
シェア=国際協力市民の会

1991年、日本に住む外国人対象
の健康相談会開催から在日外国
人の健康支援活動を開始。
杉並区に多いネパール人妊婦へ
の支援として、「母の子の
チェックリスト」（英語・ネ
パール語版）やネパール人女性
保健ボランティアの育成などを
実施。現在は、杉並区協働提案
事業「外国人母子の母子保健医
療サービスへのアクセス改善を
目的とした母親学級の強化と連
携体制づくり」などを通じて外
国人母子への切れ目ない支援を
目指し活動している。

https://share.or.jp/health/act/japan/



NPOシェア 外国人母子の保健医療
へのアクセス改善プロジェクト

•外国人母子が保健医療サービスへアクセスできて
いない状況を改善するため、Female Health 
Promoter（ネパール人保健ボランティア）と共に、
外国人妊産婦へ母子保健サービスの情報を提供し、
困難を抱えるケースの保健センター等への橋渡し
などを実施。

•医療通訳の積極的活用による外国人母子の理解促
進と包括的支援体制構築に向けたネットワーク作
り

•自治体との連携による、ネパール語での母親学級
実施



言葉の障壁により、母子保健サービスにアク
セスしにくい状況にある外国人妊婦向けに、
自治体と協働で、ネパール語での母親学級を
実施。外国人妊婦が必要な情報を得て、地域
の支援者である保健師や同国の妊婦と繋がり、
日本で安心して出産・子育てが行えるよう、
活動している。

NPOシェア 母親学級の強化と連携
体制づくり（杉並区協働提案事業）

必要な情報を提供できた場合には、乳幼児健診や
予防接種等の受診率が改善



非正規滞在の方の出産
について



非正規滞在の方の出産について

母子健康手帳や予防接種、入院助産は、在留資格の有無にかかわ
らず法律にて適用されることになっている



非正規滞在の方の出産について
• 参考）日本産婦人科医会

「外国人住民のための出産・育児支援について」

https://www.jaog.or.jp/notes/note10708/ →＜事例12 不法就労の方の分娩＞のページへ

①母子保健法は，国籍や在留資格に関係なく，日本で妊娠しているすべての女性に適用されるもので
あるため，妊婦が在留資格のない非正規滞在者であったとしても，通常の手続き・対応を行う.母子健
康手帳を取得していない場合があれば，本人と相談の上，自治体との連絡調整を行う.在留資格がなく
ても，母子健康手帳の取得(母子保健法16条)，入院助産(児童福祉法22条)を受けることができる.
②まずは医師として安全な出産につなげることが第一である.外国人妊婦の在留資格などにかかわらず，
陣痛発来の未受診妊婦の場合，従来そのクリニックで行っている未受診妊婦の対応と同様に対応する
のが適切である.
言語でのコミュニケーションに問題が生じた場合などは，電話やタブレット通訳などの医療通訳

サービスを活用することも考えるとよい.
③外国人患者に支払い能力があれば，通常どおり支払いを受ける.出産育児一時金の請求も通常どおり
行う.健康保険をもっておらず，経済的に支払いが困難であれば，本人と相談の上自治体に相談する.
④自治体の母子保健担当課につなぎ，その後の支援を引き継ぐ乳幼児に対する健康診断(母子保健法12
条)，未熟児に対する養育医療(母子保健法20条)は在留資格にかかわらず受けることができる.言語や文
化によりコミュニケーションに難しさがある場合は，外国人住民支援をしている団体や国際交流協会
の外国人相談窓口などにつなぐことにより，外国人への支援が可能な団体やサービスの紹介を受ける
ことができる

（下線：コモンズ）

about:blank


入管法上の通報義務

• 入管法第62条2項「国又は地方公共団体の職員は、その
職務を遂行するに当たって前項の外国人を知ったとき
は、その旨を通報しなければならない」

• 政府答弁、入管局長通知等「通報すると行政機関に課
せられている行政目的が達成できないような例外的場
合には、通報義務により守られるべき利益と各官署の
職務の遂行という公益を比較衡量して、通報するかど
うかを個別に判断しても可能である」

（出典『保健行政窓口のための外国人対応の手引き』

第2.1版 全国保健所長会

http://www.phcd.jp/02/t_gaikoku/pdf/tmp01.pdf?202204


